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希 望 ，な 芦,）や居律地 如
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は「転動 で転后 七ざ る左えな ヽヽ。 と答 え化人ヵり 割 あ る。 （2） 転屑々 考 ● ア ソ群 乙ナシ

群 を層 独地 不満t 比ヽ 較 す1 と. 中 心部ri-i ア ソIf  ，ヽ ヤカ作% へ・ヽ 距離 ，小 孝校 ，高校 ，学

童 保有.  土地 柄.  住湯 葉 ，住居（

の距離 ，碓名 膏.  作ﾉl <n  iZ. い こ不満 ヵごI   <   ，f   シ群,*? ど‘も ，遊-ﾉ 場`-  ヌ:・ 竃馬 まで の距

離 に不 痛が-|   ヽ ．ヽ(}） 居 肆地 不満i≪ . 層棺 地 によ っ ■?評イあド 大化 卜 居 柱 考It  函分 。前ん

･r"vヽ る狭 ヽヽ貳|罰 で, 地 城 肯識 乙もっ い ヽ? こい い1) ヵヽ<tZ.       (4)　了゙どi  の 糾め・ 地域

，設嶋 要抽i  .  IE童館 ，ざ ーIレ羞 びヽ 。7"  冴i  広 場 ，自由に疸 べヽ ? 2こ園■Vと･‘物 的和 わ 整傷
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（5） 自由記述 で・ 子ども・ 長め・ 設備 要 束` ，'･t にI*. 子ども科 学館 々i症園 地 ，設I. 要求
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物 的設備 ・ヽ 充実*^- 3 不必 要 でぶ なヽヽ *ヽ と 厄ヽ あ れ る.
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D  6 親 ・ 子 二 世 帯 同 居 家 族 の 住 ま い 方　 Ⅲ

第 ３ 報　 住 宅 の 権 利 関 係 の 実 情

日 女 大 家 政　 ○沖 田 冨 美 子 ， 志 賀 英 ， 共 栄 学 園 短 大　 樋 口 真 基 子

目 的　 前 ２ 報 に ひ き 続 き 、 同 居 住 宅 の 権 利 関 係 （ 取 得 方 法 、 取 得 費 用 、 返 済 金 額 、 抵 当 権

等 ） に つ い て 報 告 す る 。 前 報 の 一 敷 地 に 一 住 戸 と い う 住 居 形 態 に こ だ わ ら ず 、 調 査 対 象 地

域5 市 の 各 地 域 別 事 例 か ら 全 体 の 傾 向 を と ら え る 。

方J£　 前 報 と 同 じ 。 な お 調 査 集 計 対 象 世 帯 は148 件 、 そ の う ち76 事 例 を と り あ げ る 。

結
 >K　　 ①

土 地 の 規 模　 対 象 地 域 の 同 居 世 帯 は 全 体 的 に 広 い 土 地 所 有 の 世 帯 が 多 い 。 東 久

留 米 、 国 立 、 府 中 の ３地 域 は70 坪 以 下 、 町 田 地 域 は8  0坪 以 下 が 多 く 、日 野 地 域 の み81 坪 以 上

の 世 帯 が 多 い 。　 ② 土 地 所 有 権 と 取 得 方 法　 東 久 留 米 、 国 立 、 日 野 地 域 で は 借 地 世 帯 は ほ

七 ん ど な い の に 対 し 、 町 田 、 府 中 地 域 は 借 地 世 帯 が 多 い 。 同 居 住 宅 を 建 築 時 に 土 地 を 入 手

し た 世 帯､は 日 野 、 府 中 地 域 に 少 な く 、他 の ３地 域 は 既 入 手 世 帯 と 建 築 時 入 手 世 帯 と に 分 か れ

る 。　 ③ 住 宅 面 積 と 敷 地 面 積 と の 割 合　 既 人 手 世 帯 の 平 均 建 蔽 率 は 地 域 に よ る 差 は ほ と ん

ど な い 。　 ④ 土 地 、m 物 の 名 義　 土 地 、 建 物 と も に 親 名 義 の 世 帯 が 多 い 。 し か も 親 の 年 齢

が 高 く な る に つ れ 、　９ 子 ” あ る い ば 親 、 子 両 方 ” の 名 義 と す る 世 帯 が 増 加 す る 。 こ の 傾

向 は 土 地 よ り も 建 物 名 義 に 顕 著 で あ る 。 な お 子 及 び 両 方 名 義 の 世 帯 を 親 名 義 世 帯 に 対 す る

割 合 で み る と 、土 地 に 関 し て は 東 久 留 米 地 域 を の ぞ く ４地 域 で 親 名 義 世 帯 が 圧 倒 的 に 多 い の

に 対 し 、 建 物 に つ い て は 府 中 、 町 田 地 域 に の み 親 名 義 世 帯 が 多 い 。　 ⑤ 土 地 及 び 建 物 取 得

資 金　 い ず れ も 名 義 人 が 出 資 者 で あ る ヶ － ス が 多 い 。 特 に 親 世 帯 の 自 己 資 金 に 対 し 、 子 世

帯 は 借 入 金 へ の 依 存 度 か 高 い 。

（ 親・子 二 世 帯 同 居 家 族 の 住 ま い 方　 第 １報 、第 ２報　 日 本 家 政 学 会 第36 回 年 次 大 会 に て 発 表 ）


